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議案第２３号
大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

令和６年３月１４日

政策調整部市政情報課
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大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

《経過・概要》
令和５年６月９日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が公布されたことに伴い、行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下
「法」という。）別表第二が廃止され、新たな用語の定義が追加されることとなった。これを
受けて、現行条例（平成２７年条例第７８号。）の一部を改正するものである。
今回の法改正は、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会を行う事務、情報提

供者、情報提供される特定個人情報の内容を定めた法別表第二を廃止し、代わりに主務省令で
規定することにより、国民の利便性向上を前提として、国民と行政の双方の負担軽減や、事務
の効率化を図るものである。

《条例の一部改正の内容》
① 法別表第二の引用箇所の文言の修正（法に新たに定義される用語に改正する）
② 施行日については、附則において、公布の日又は行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）
の施行の日のいずれか遅い日とする。

条例改正の理由
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現行 改正後（案）

(個人番号の利用範囲)

第３条第３項

市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理

するために必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であっ

て自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定

により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利

用事務実施者から当該特定個人情報 の提供を受けることができ

る場合は、この限りでない。

(個人番号の利用範囲)

第３条第３項

市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務 を処理

するために必要な限度で利用特定個人情報 であっ

て自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定

により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利

用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができ

る場合は、この限りでない。

大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条
例(平成27年条例第78号)新旧対照表

新旧対照表
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関係法令

現行 改正案

（特定個人情報の提供の制限） （特定個人情報の提供の制限）

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定
個人情報の提供をしてはならない。
１～７（略）

８ 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に
掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合に
あっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令
で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定によ
り同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務
の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、
その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、同表の第二
欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定
個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録され
たものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が
情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供
するとき。

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定
個人情報の提供をしてはならない。
１～７（略）

８ 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法
人等その他の行政事務を処理する者（準法定事務処理者を含む。以
下この号において「別表行政機関等」という。）のうち特定個人番
号利用事務（同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特
定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとし
て主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同
じ。）を処理する者として主務省令で定めるもの（法令の規定によ
り特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者
がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」とい
う。）が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定める
ところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な
特定個人情報として主務省令で定めるもの（以下「利用特定個人情
報」という。）を記録した特定個人情報ファイルを保有する者とし
て主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣（法令の規定によ
り当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一
部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。
以下「情報提供者」という。）に対し、当該利用特定個人情報（情
報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限
る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供
ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供する
とき。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第48 号）※一部抜粋
【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律】


